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                        ２８保援第１７０５－５ 

裁  決  書 

 

 

住        所 

審査請求人   氏        名 

 

住        所 

              同上代理人   氏        名 

 

                      福岡市東区箱崎二丁目５４－１ 

処 分 庁   福岡市東福祉事務所長 

  

 

 上記審査請求人から、平成２８年７月７日付けで提起のあった上記処分庁（以下「処

分庁」という。）の生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第２

６条の規定に基づく生活保護廃止処分（以下「本件廃止処分」という。）及び法第６３

条の規定に基づく保護費の返還決定処分（以下「本件返還決定処分」という。）に対す

る審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、次のとおり裁決します。 

    

主  文 

 

 本件廃止処分及び本件返還決定処分を取り消す。 

 

事案の概要 

 

 本件審査請求は、審査請求人がその住居を退去させられ、その後所在が不明になった 

ため、「失踪による」として、処分庁が審査請求人に対して行った本件廃止処分、及び 

本件廃止処分に伴い、支給されていた保護費の一部が過払いとなったことに伴う本件返 

還決定処分について、その決定を不服として、両処分の取消しを求めるものです。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

 １ 審査請求人の主張 

   審査請求人の主張は、処分庁が平成２８年４月１９日付けで行った本件廃止処分
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及び同年５月２７日付けで行った本件返還決定処分の取消しを求めるもので、その

理由を要約すると次のとおりです。 

 （１）審査請求人は、資力が回復し、保護を必要としなかったのではないから、法第

２６条に基づく保護の廃止をすることができない。居住実態が不明であることは、

保護廃止事由には当たらない。 

（２）法が廃止事由として定めているのは、法第２６条、第２８条第５項及び第６２

条第３項のみであり、これらは限定的に解されなければならない。本件は、法第

２８条第５項及び第６２条第３項に定める保護廃止事由は存在しないし、また、

審査請求人は本件廃止処分を受けた平成２８年４月１９日時点において、要保護

性を失っていない。 

  （３）法の「居住地」については、「結果的には保護の実施機関の管轄区域を単位と

しているのであって、現実の居住地がその管轄区域内の町村内において変動して

も、実態的には居住地が変動して保護の実施機関が変更されたことにはならず、

保護の実施機関の管轄区域を異にして居住地を変更してはじめて影響がある。」と

解され、また、「現在地」については、「保護を必要とする状態の現に発生して所

在している場所であって一時的なると否と、又現在する理由が強制なると否と、

自然的障害によると否とを問わない。」と解される。 

審査請求人は、福岡市東区のアパートを退去後、同区内のインターネットカフ

ェで寝泊りするなど東区内にとどまったままであったから、審査請求人の現在地

は福岡市東区である。福岡市の場合、区ごとが管轄であり、東区内に居住・現在

している者に対し、処分庁は保護を実施しなければならない。 

審査請求人は、法第１９条第１項第２号（居住地がないか、又は明らかでない

要保護者であって、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する

もの）に該当するのであるから、処分庁は保護を実施しなければならなかった。 

（４）平成２８年３月に福岡市東区のアパートを出て行った後、処分庁からは、同月

末頃電話に着信が一度あっただけである。居住地から出たことを知ったのであれ

ば、現在の居住地又は現在地を尋ね、管轄区域内であれば現在地で保護を実施す

ればよかった。 

（５）違法な本件廃止処分を前提とした本件返還決定処分も違法である。 

 

 ２ 処分庁の主張 

   処分庁の主張は、本件審査請求を棄却するよう求めるもので、その理由を要約す

ると次のとおりです。 

（１）平成２８年３月３日以降、審査請求人と全く連絡が取れず、審査請求人は、居

住地を失い失踪している状態であると認められたので、処分庁管内での保護を必

要としなくなったとして、法第２６条に基づき、保護の停止ではなく廃止を決定
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した。 

審査請求人は身体的にも精神的にも稼働阻害要因がない者で、強制退去となっ

たことについての届出、不在連絡票や電話に対する対応は問題なく行えるはずな

ので、審査請求人が自らの意思で処分庁に告げることなく失踪したと判断した。

強制退去後も引き続き処分庁管内で保護の要件を満たしているかどうかは確認

が取れない状況だったため、「失踪による」として廃止決定した。 

（２）「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日厚生労働省社会・援護局保

護課長事務連絡）の「現在地と実施責任」によると、「現在地保護の実施責任を

定める場合の現在地とは、居住地がないか明らかでない要保護者が保護を受ける

こととなった時点における当該要保護者が所在していた場所」をいうとあり、審

査請求人は保護開始時点では、福岡市東区東浜に居住地があったことから、ここ

でいう「現在地」には該当しない。 

    よって、審査請求人は法第１９条第１項第２号の「居住地がないか、又は明ら

かでない場合」に該当しており、現在地保護に該当する案件には当たらないので、

居住地を失った平成２８年３月２日以降、処分庁は、審査請求人に保護を実施す

る理由はない。 

（３）処分庁の職員は、生活保護のしおりや生活保護ルールブックを審査請求人に交

付し、法第６１条の「届出の義務」については説明していた。しかし、住居を強

制退去となったことについて審査請求人から連絡は無く、平成２８年２月１５日

に処分庁が審査請求人宅を訪問した際に投函した不在連絡票（処分庁の職員へ連

絡を入れるように記載したメモをいう。以下同じ。）や、審査請求人からの連絡

がないため同年３月３０日に処分庁の職員がかけた電話に対しても、審査請求人

からの対応はなく、審査請求人は、法第６１条の届出義務を怠っていた。 

   審査請求人は、身体的にも精神的にも稼働阻害要因が無く、不在連絡票や架電

に対しての何らかの反応は問題なく行えるはずであり、処分庁からの働きかけの

回数の多寡は問題ではない。 

（４）処分庁としては、審査請求人が福岡市東区のアパートを退去した後の所在はも

とより生活状況を確認するすべはなく、退去後も引き続き保護の要件を満たして

いるか確認することはできないため、一義的には、「処分庁管内での保護を必要

としなくなった」と判断したが、そう判断せざるを得なかった根底には、処分庁

が法第２８条第１項で求めた報告を、審査請求人がしなかったことにあり、本件

処分は、法第２８条第５項（報告義務違反）にも基づくと判断する。 

（５）平成２８年４月２８日に審査請求人が来所した際、福岡市東区のアパートを退

去後、インターネットカフェや友人宅を転々としていたことは述べたが、具体的

な所在地についての質問には回答せず、現在どこにいるかについても答えなかっ

た。 
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また、審査請求人は、処分庁の職員から２度連絡があったことは把握しており、

処分庁の職員が連絡を返さなかった理由を尋ねたが、返答はなかった。 

（６）平成２８年３月１日に同年３月分保護費、同年４月１日に同年４月分保護費を

支給していた。平成２８年３月の住宅扶助費は、不動産管理会社に確認し満額計

上した。平成２８年３月は、保護の適用があったのは３月２日までであり、３月

３日以降の生活扶助費及び同年４月分保護費が過払いとなった。 

 

理 由 

 １ 認定した事実 

   審査請求人及び処分庁の主張並びに平成２８年８月１２日付けで処分庁から提

出された、本件処分の理由となる事実を証する書類から次の事実が認められます。 

（１）審査請求人は、平成２６年５月１５日から、福岡市東区で生活保護を受給して

いること。保護開始時の年齢は●●歳、単身世帯であること。 

保護開始時の処分庁の援助方針では、訪問格付Ａ（処分庁の基準では、自立意

欲が乏しく就労指導や療養指導等の徹底を要する世帯等で、年に１２回以上訪問）

と格付けられていること。 

（２）処分庁は、審査請求人に対し、保護申請のあった平成２６年５月１５日に生活

保護のしおりを交付し、生活保護受給中の届出の義務（法第６１条）について説

明し、また、同年９月４日には生活保護ルールブックを交付し、あらためて、世

帯の状況などに変動があった場合等の届出の義務について説明したこと。 

（３）平成２８年１月１５日、処分庁の職員は審査請求人宅を訪問し、面談後、両者

協議のうえ次回訪問を同年２月１５日に設定したこと。 

しかし、処分庁の職員が平成２８年２月１５日に訪問した際、審査請求人は不

在であったことから、処分庁の職員は不在連絡票を投函したこと。なお、処分庁

の職員は、このときのケース記録に、郵便物があふれていたと記載していること。 

（４）平成２８年３月１日、審査請求人に対し、同年３月分保護費１１４，４２０円

が、銀行口座振込により支給されたこと。 

（５）上記（３）のとおり不在連絡票を投函していたにもかかわらず、審査請求人か

らの連絡がないため、平成２８年３月３０日、処分庁の職員が審査請求人に電話

したが、連絡が取れなかったこと。その後平成２８年４月２８日まで、審査請求

人からの連絡は一切なかったこと。 

（６）平成２８年４月１日、審査請求人に対し、同年４月分保護費１１１，８４０円

が、銀行口座振込により支給されたこと。 

（７）平成２８年４月５日、処分庁は、生活保護ホットラインにより、審査請求人に

関する情報提供を得たこと。その内容は、審査請求人が、「家賃滞納のため裁判

になり、平成２８年３月２日付けでアパートを退去させられ、現在は住んでいな
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い。」というものであったこと。 

（８）平成２８年４月６日、処分庁は、住宅管理会社及び家賃保障会社に調査を行い、

審査請求人が同年３月２日付けで、福岡市東区のアパートから退去させられたこ

とを確認したこと。あわせて平成２６年１０月から平成２８年３月までの家賃１

００万円以上が未払いとなっていることも確認したこと。 

（９）平成２８年４月１９日、処分庁は、審査請求人を同年３月３日付けで保護廃止

することを決定したこと。 

   保護廃止決定通知書の廃止理由は「世帯主・世帯員の失踪による」であること。 

（１０）平成２８年４月２８日（同年５月分の保護費が支給される日）、審査請求人

が福岡市東福祉事務所に来所したこと。 

    処分庁の職員は、審査請求人に対し、平成２８年３月３日付けで保護を廃止し

たことを説明し、保護廃止決定通知書を手渡したこと。また、返還金が生じてい

ることも説明したこと。 

審査請求人は、不在連絡票や処分庁の職員からの電話に対応しなかった理由や、

福岡市東区のアパートを退去して以降の自らの具体的な所在地については説明

しなかったこと。 

（１１）平成２８年５月６日、審査請求人は、住所不定状態の者が保護を申請する窓

口である福岡市博多福祉事務所において、保護を申請したこと。 

（１２）平成２８年５月２３日、処分庁は、審査請求人に対する返還金請求を決定し

たこと。返還金額は、平成２８年３月分の保護費のうち生活扶助額２９日分及び

同年４月分保護費全額で、１８５，２０１円であること。 

   保護費の返還を求める通知は、平成２８年６月３日、福岡市博多福祉事務所の

職員から審査請求人に交付されたこと。同通知の返還理由（法６３条）は、「あ

なたはＨ２８年３月２日に前住居を強制退去となったため、Ｈ２８年３月３日付

で保護廃止となりました。そのため、Ｈ２８年３月分保護費の一部７３，３６１

円とＨ２８年４月分保護費全額１１１，８４０円の計１８５，２０１円が過払い

となりました。よって、保護廃止後に過払いとなった保護費１８５，２０１円に

ついて、生活保護法第６３条に基づき返還を求めます。」であること。 

（１３）上記（１１）の保護申請は認められ、審査請求人は、福岡市西区で保護を受

給していること。 

 

 ２ 本件処分に係る法令等の規定について  

（１） 法では、総則的事項として、第１条で「保護は、生活に困窮するすべての国 

民に対し、困窮の程度に応じて行われること。」と規定されており、また第４条

では、保護の補足性の原則が定められています。 

（２） 保護の廃止及び不利益変更については、法には以下のように定められていま 
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す。 

   ア 法第２６条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったとき

は、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、これを被保護者

に通知しなければならない。 

   イ 法第２８条第５項 保護の実施機関は、要保護者が第１項の規定による報告

をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは

忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないと

きは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しく

は廃止をすることができる。 

      同条第１項 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施（中略）のため必

要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の

事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に

対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち

入り、これらの事項を調査させ（中略）ることができる。 

     ウ 法第６２条第３項 保護の実施機関は、被保護者が前２項の規定による義務

に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 

    （前２項は、指導指示に従う義務等） 

    エ 法第５６条 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、

不利益に変更されることがない。 

 （３）被保護者の生計等の変更の届出等については、次のように定められています。 

   ア 法第６１条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があっ

たとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、

保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 

   イ 法第２５条第２項 保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、

保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を

行い、書面をもって、これを被保護者に通知しなければならない。（後略） 

（４）保護の実施機関については、法第１９条に次のように定められています。 

法第１９条第１項 都道府県知事、市長（中略）は、次に掲げる者に対して、

この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 

 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 

  二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属す

る福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 

（５）法に基づく生活保護の実施に係る事務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２条第９項第１号に規定する法定受託事務であり、当該事務は、法令のほ

か、法定受託事務の処理基準として示されている国からの通知に基づいて行われ

ています。「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４
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月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。）で

は、保護の廃止の取扱基準について、次のように定めています。 

問（第１０の１２） 法第２６条の規定により保護の停止又は廃止を行う場合

の取扱いの基準を示されたい。 

答 被保護者が保護を要しなくなったときには、法第２６条の規定により保護

の停止又は廃止を行うこととなるが、保護を停止すべき場合又は廃止すべき

場合は、原則として、次によられたい。 

１ 保護を停止すべき場合（略） 

２ 保護を廃止すべき場合 

（１）当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減

少等により、以後特別な事由が生じない限り、保護を再開する必要がな

いと認められるとき。 

（２）当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等

により、以後おおむね６箇月を超えて保護を要しない状態が継続すると

認められるとき。 

なお、以上の場合における保護の停止又は廃止は保護を要しなくなった

日から行うことを原則とする。 

 

 ３ 争点及び判断 

   本件審査請求の争点は、審査請求人が居住地を退去させられ、その後所在が不明

になったことを理由に、処分庁が「世帯主の失踪による」として、法第２６条の規

定に基づき保護を廃止したことに、違法又は不当な点はないかということにありま

すので、以下判断します。 

（１）本件廃止処分について 

 ア 法第２６条の適用について 

（ア）法第２６条は、被保護者が保護を必要としなくなったときは保護を廃止で

きるという趣旨の規定であり、上記２（１）の法の規定及び２（５）の課長

通知から、「保護を必要としなくなったとき」とは、就労、扶養、他の制度

の利用などで、収入が増加し、又は最低生活費が減少し、生計が向上して生

活困窮の状態でなくなったときであると解されます。 

また、京都地裁平成５年１０月２５日判決では、「被保護者が居住実態を

秘匿しようとするという不誠実な対応自体が、その要保護性が消滅している

ことを推定させる根拠となりうる場合はありうるとしても、居住実態が不明

であること自体は、直ちに要保護性の消滅の推定根拠になるものではなく

（中略）、居住実態不明をもって、要保護性が消滅したとし、あるいはこれ

に準じる場合であるとして、法第２６条第１項を適用ないし準用するという
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ことは、まさに、不誠実な対応に対する制裁として、現実には要保護性があ

るとしても要保護性がないものとみなすことにほかならないのであって、

（中略）これを許容することはできないといわざるをえない。（中略）居住

実態不明は、法上、保護を廃止しうる事由には当たらないというべきである。」

と、判示しています。 

（イ）処分庁は、本件廃止処分の理由を「世帯員・世帯主の失踪による」とし、

法第２６条を処分の根拠規定としています。 

また、処分庁は、平成２８年３月２日に審査請求人が福岡市東区のアパー

トを退去させられて以降全く連絡が取れず、しかも、それは、審査請求人が

意図的に連絡を取らなかったものであり、処分庁管内で保護の要件を満たし

ているかどうか確認できない状態であったので、「失踪による」として廃止

決定したと主張しています。 

   （ウ）本件においては、処分庁の主張するとおり、審査請求人が福岡市東区のア

パートを退去後、どこでどのように生活していたのか不明であったと認めら

れますが、一方で、処分庁は、法第２５条第２項の規定により、常に被保護

者の生活状況を調査するよう求められており、特に保護廃止という重大な処

分を行うにあたっては、処分の要件に該当するか否かについて判断するため

に、より慎重な調査が求められます。 

さらに、処分庁は、審査請求人世帯について、訪問格付Ａで、最も訪問す

べき頻度が多い世帯に位置づけており、しかも、処分庁の職員は、平成２８

年２月１５日の訪問の際のケース記録に、「郵便物があふれていた」と、居

住実態に何らかの変化があったことを疑わせるような状況にあったことを

記載していたことからも、情報提供の有無にかかわらず、より慎重な調査が

必要な状況にあったと認められます。 

（エ）そこで、本件についてみてみると、本件廃止処分に至る過程において、処

分庁の職員は、平成２８年２月１５日に審査請求人宅を訪問し不在連絡票を

投函していますが、その後は同年３月３０日に一度電話したのみで、その他

に訪問や調査は行っていないことが認められ、さらに、同年４月５日に、審

査請求人についての情報提供を受けた後も、本件廃止処分の決定に至るまで、

住宅管理会社等へ調査しただけで、審査請求人に電話をかけた事実もありま

せん。 

加えて、他の実施機関でも例があるように、保護費の支給方法を銀行口座

振込から窓口支給に切り替えることにより、審査請求人が福祉事務所に来庁

するのを待ち、来庁したときに保護の必要性を確認する、あるいは、窓口支

給に切り替えたにもかかわらず長期間にわたり福祉事務所への来庁がない

ときに、保護の必要がなくなったか否かを判断するなど、審査請求人の所在
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を探索する方法もありうるところですが、そのような方法もとっていません。 

したがって、処分庁の対応は、法第２６条に基づく保護廃止処分を行うに

あたって必要な調査義務を十分に果たしていないと言わざるを得ません。 

（オ）確かに、本件においては、審査請求人が福岡市東区のアパートを退去させ

られ、その後、保護の要件を満たしているかどうか確認ができない状態であ

ったことは認められます。しかし、保護の要件を満たしているかどうか確認

ができない状態であること、言い換えれば、「居住実態が不明であること自

体は、直ちに要保護性の消滅の推定根拠になるものではなく」（京都地裁平

成５年１０月２５日判決）、前述の必要な調査を尽くした結果、「保護の必要

がなくなった」ことを裏付ける事情が認められてはじめて法第２６条の規定

に基づく保護廃止ができるものというべきであり、本件のように、保護の要

件を満たしているかどうか確認ができない状態であることのみをもって、

「保護の必要がなくなった」と判断することはできません。 

なお、平成２８年５月６日に審査請求人があらためて福岡市博多福祉事務

所に保護申請を行い、当該申請は認められていることからも、審査請求人は

平成２８年３月３日以降も保護が必要な状態が継続していたことを推定す

ることができます。 

イ 法第６１条の届出義務について 

被保護者には、法第６１条の規定により、生計の状況や居住地に変更があっ

たときには届け出る義務が課せられていますが、審査請求人は身体的にも精神

的にも自ら処分庁に届け出ることについての阻害要因がないにもかかわらず、

処分庁の職員が投函した不在連絡票や処分庁の職員からの電話に対応してい

ません。 

したがって、審査請求人が法第６１条の届出義務に違反していたことは明ら

かです。 

     しかし、審査請求人の法第６１条の規定に基づく「届出義務違反」を理由に、

保護の必要がなくなったとみなすことはできませんし、処分庁の調査義務が免

除されるわけでもありません。 

ウ 法第２８条の適用について 

処分庁は、本件廃止処分について、審理員からの質問に対する回答書におい

て、法第２８条第５項の報告義務違反にも基づくとも主張しています。しかし

当該条項は、法第２８条第１項の指導や命令に従わなかった場合の規定であり、

本件においては、法第２８条第１項に基づく具体的な指導や命令は認められず、

処分庁の主張を採用することはできません。 

エ 以上のことから、本件廃止処分は、処分庁が主張する法第２６条、法第２８

条の要件を満たさず、その他、不利益処分を行うことができる「正当な理由」
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（法第５６条）も見当たらないことから、違法又は不当な処分であると認めら

れます。 

（２）本件返還決定処分について 

    本件返還決定処分は、その前提となる本件廃止処分が違法又は不当であることか

ら、当然に違法又は不当なものと認められます。 

（３）その他 

なお、本件審査請求において、審査請求人及び処分庁は、法第１９条第１項第２

号（居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属する福祉

事務所の所管区域内に現在地を有するもの）を根拠とした保護の実施義務に関する

主張も行っていますが、本件廃止処分は上記（１）のとおり、違法又は不当な処分

であり、この点について判断するまでもありません。 

 

４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求は理由があるので、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第４６条第１項の規定により、主文のとおり裁決します。 

 

 

平成２９年２月６日 

福岡県知事  小 川  洋 

（保護・援護課 保護指導係） 

 


